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(57)【要約】
【課題】遊技者に遊技を継続的に行う動機付けを付与可
能な遊技機の提供。
【解決手段】
　有利遊技管理手段１２０、１５０は、内部抽選で特定
役に当選したことに基づいて、有利遊技を実行するか否
かを決定するための有利遊技抽選を実行し得る有利遊技
準備手段１５０と、当選した特定役に対応して設定され
た所定の値を累計する累計処理を行う累計値管理手段１
２０とを含み、有利遊技準備手段１５０は、累計処理に
よる累計値が所定の基準値に達したことに基づいて、有
利遊技に係る処理の有利度を向上させる特定有利遊技処
理を実行する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開始操作に基づいて、複数列に配列された図柄の変動を開始させる制御及び役の当否を
決定し得る内部抽選を行い、停止操作に基づいて、停止した前記図柄の組合せに基づいて
予め定められた所定の処理を行う遊技制御手段と、前記役の入賞を補助するための特別演
出を報知可能な報知手段と、前記報知手段により前記特別演出が報知される有利遊技を管
理し得る有利遊技管理手段とを備える遊技機であって、
　前記有利遊技管理手段は、前記内部抽選で特定役に当選したことに基づいて、前記有利
遊技を行うか否かを決定するための有利遊技抽選を実行し得る有利遊技準備手段と、
　前記内部抽選で特定役に当選したことに基づいて、当選した前記特定役に対応して設定
された所定の値を累計する累計処理を行う累計値管理手段とを含み、
　前記有利遊技準備手段は、前記累計処理による累計値が所定の基準値に達したことに基
づいて、その後に行われる前記有利遊技に係る処理の有利度を向上させる特定有利遊技処
理を実行することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記有利遊技準備手段は、前記累計処理の結果、
設定された前記基準値以下の基準以下累計値が存在する場合には、当該基準以下累計値に
基づいて、前記特定有利遊技処理を実行し、
設定された前記基準値を超えた分の基準超え累計値が存在する場合は、当該基準超え累計
値に基づいて、前記特定有利遊技処理とは異なる特別有利遊技処理を実行することを特徴
とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記特定有利遊技処理を、前記有利遊技の開始に係る処理を優遇するものとし、
　前記特別有利遊技処理を、前記有利遊技を継続させるための処理を優遇するものとする
ことを特徴とする請求項２記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、遊技機の一つとして、外周面に複数の図柄が配列された複数のリールを備え
た回胴式遊技機（スロットマシン）が知られている。この種の遊技機は、遊技者が遊技媒
体の一つであるメダルを投入して開始操作を行うと、リールが回転するとともに、役の当
否を決定する内部抽選が行われ、停止操作を行うと、リールが停止するとともに、停止し
たリールに表示された図柄の組合せが、内部抽選、当選した役に対応して予め定められた
入賞形態を示す図柄の組合せの態様で停止した場合に、当該役が入賞したものと判定して
遊技媒体の払い出しなどの所定の処理を行う。
【０００３】
　また、この種の遊技機では、遊技状態として、多くの遊技媒体の獲得（払出し）が可能
な有利遊技状態が設けられており、有利遊技状態への移行に係る移行抽選の契機役である
特定役（当選確率が他の役よりも低いレア小役）の当選が、遊技媒体の払出数に大きく関
与している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２３６７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１の遊技機において、特定役は、有利遊技状態への移行抽選の
契機役であるからこそ、特定役の当選に対する期待が高いが、その反面、当選し難い特定
役に当選しても移行抽選に当選しない場合には落胆が大きい。従って、特定役には当選す
るが移行抽選には当選しない場合には、遊技に対する興趣が低下し、それが続くと遊技者
はその遊技を止めてしまう虞もある。
【０００６】
　本発明は、係る課題に鑑みてなされたものであり、遊技者に遊技を継続的に行う動機付
けを付与可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、開始操作に基づいて、複数列に配列された図柄の変動を開始させる制御
及び役の当否を決定し得る内部抽選を行い、停止操作に基づいて、停止した前記図柄の組
合せに基づいて予め定められた所定の処理を行う遊技制御手段と、前記役の入賞を補助す
るための特別演出を報知可能な報知手段と、前記報知手段により前記特別演出が報知され
る有利遊技を管理し得る有利遊技管理手段とを備える遊技機であって、前記有利遊技管理
手段は、前記内部抽選で特定役に当選したことに基づいて、前記有利遊技を行うか否かを
決定するための有利遊技抽選を実行し得る有利遊技準備手段と、前記内部抽選で特定役に
当選したことに基づいて、当選した前記特定役に対応して設定された所定の値を累計する
累計処理を行う累計値管理手段とを含み前記有利遊技準備手段は、前記累計処理による累
計値が所定の基準値に達したことに基づいて、その後に行われる前記有利遊技に係る処理
の有利度を向上させる特定有利遊技処理を実行する。
【０００８】
　第１の発明では、例えば、有利遊技ではない通常遊技（通常状態）において、特定役に
当選した際に特定役に対応した値を累計し、当該累計済みの値（累計値）が所定の基準値
に達したことに基づいて、その後に行われる有利遊技に係る処理の有利度を向上させるこ
とができる。
【０００９】
　ここで、有利遊技における有利度とは、有利遊技をより長く継続するために行われる抽
選等の当選確率のことであって、例えば、有利遊技の最初に設定される初期遊技回数のう
ちより多くの初期遊技回数が当選する確率、有利遊技の回数を新たに加算（上乗せ）する
か否かを決定する上乗せ抽選の当選確率、上乗せする遊技回数のうちより多くの遊技回数
が当選する確率、特定役の当選確率等のことである。また、有利度を向上させるとは、上
記抽選のいずれか１または複数の当選確率を向上させることであり、これにより最終的に
有利遊技回数の増加を図ることができ、有利遊技をより長く継続することが可能となる。
【００１０】
　このように、特定役の当選を値（ポイント）で管理して、特定役を、単に、有利遊技抽
選の契機役としてだけでなく、当該有利遊技に係る処理の有利度を決定する要因として取
り扱うことにより、特定役に当選したにも拘わらず有利遊技抽選に当選しなかった場合で
あっても、同時に値（ポイント）が累計（加算）されていることから、遊技者の落胆を緩
和することが可能となる。
　さらに、特定役が当選するほど、累計値が基準値に達して特定有利遊技処理が行われる
蓋然性が高まるため、遊技者に遊技を継続して行う動機付けを付与することができる。
【００１１】
　また、例えば、有利遊技においても特定役の当選を契機に累計処理を行うことにより、
有利遊技終了後の通常遊技において、累計値に基づいて次の有利遊技に係る処理の有利度
を向上させることができる場合があり、遊技の興趣の向上を図ることができる。
【００１２】
　また、例えば、基準値を抽選により決定して、抽選毎に変動し易くすることにより、例
えば、基準値が低く設定された場合には、累計値の基準値までの達成が容易な状態や、基
準値が高く設定された場合には、累計値の基準値までの達成が困難な状態を設けることが
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でき、遊技状態の多様化を図り、遊技性を向上させ、遊技の興趣の向上を図ることができ
る。
【００１３】
　第２の発明は、第１の発明において、前記有利遊技準備手段は、前記累計処理の結果、
設定された前記基準値以下の基準以下累計値が存在する場合には、当該基準以下累計値に
基づいて、前記特定有利遊技処理を実行し、設定された前記基準値を超えた分の基準超え
累計値が存在する場合は、当該基準超え累計値に基づいて、前記特定有利遊技処理とは異
なる特別有利遊技処理を実行する。
【００１４】
　第２の発明では、基準以下累計値（ベースポイント）が存在する場合には、当該基準以
下累計値に基づいて、特定有利遊技処理を実行し、基準超え累計値（エクストラポイント
）が存在する場合は、当該基準超え累計値に基づいて特定有利遊技処理とは異なる特別有
利遊技処理を実行するようにしている。
　換言すると、累計値が基準値を超えた場合に、基準以下累計値に基づいて特定有利遊技
処理を実行するだけでなく、基準超え累計値に基づいて、特別有利遊技処理を実行するこ
とができる。これにより、２種類の有利遊技処理を実行する機会を得ることができ、値の
累計状況に応じて、段階的に有利遊技処理を実行することができる。各処理のタイミグは
、同期または非同期に実行するようにしてもよい。
【００１５】
　また、例えば、特別有利遊技処理を特定有利遊技処理よりも有利なものとすることによ
り、特定役の当選に基づく有利遊技抽選に度々はずれることがある場合であっても、基準
値を超える累計値を獲得した場合に得られるより有利な特別有利遊技処理による恩恵によ
り、遊技を継続するという動機付けを付与することができる。
【００１６】
　第３の発明は、第２の発明において、前記特定有利遊技処理を、前記有利遊技の開始に
係る処理を優遇するものとし、前記特別有利遊技処理を、前記有利遊技を継続させるため
の処理を優遇するものとする。
【００１７】
　第３の発明では、累計値に応じて、例えば、特定有利遊技処理として有利遊技の開始に
係る処理を優遇する。ここで、有利遊技の開始に係る処理を優遇するとは、例えば、優遇
されない場合よりも、有利遊技抽選の当選確率を向上させたり（当選確率を１００％にす
ることを含む）、また有利遊技の開始時に設定される初期遊技回数を増やしたりすること
である。また、特別有利遊技処理として、有利遊技を継続させるための処理を優遇する。
ここで、有利遊技を継続させるための処理を優遇するとは、例えば、有利遊技中に所定の
契機で実行される有利遊技の遊技回数を増加させるための上乗せ抽選の当選確率を向上さ
せたり、一回で上乗せする遊技回数を増加させたりすること等であって、これらの優遇さ
れた処理により遊技回数が上乗せ（増加）されることによって、有利遊技が継続するよう
になる。
【００１８】
　また、有利遊技を、役の当選に基づいて払い出される遊技媒体の払出数で管理（設定さ
れた払出可能数分の遊技媒体が払出されることにより有利遊技の終了条件が満たされるよ
うな管理）をする場合には、特別有利遊技処理として、有利遊技において遊技媒体の払出
可能数を増加させるような抽選を行い、有利遊技の遊技回数を増加させるようにしてもよ
い。
【００１９】
　さらに、有利遊技を、遊技において所定の役の当選回数で管理（設定された当選可能数
分の役が当選することより有利遊技の終了条件が満たされるような管理）をする場合には
、特別有利遊技処理として、有利遊技において当該役の当選可能数を増加させるような抽
選を行い、有利遊技の遊技回数を増加させるようにしてもよい。
【発明の効果】
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【００２０】
　本発明によれば、遊技者に遊技を継続的に行う動機付けを付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るスロットマシンの斜視図である。
【図２】同じく、スロットマシンの各構成要素の関係を示すブロック図である。
【図３】同じく、スロットマシンの遊技状態と遊技状態の移行契機を説明するための図で
ある。
【図４】同じく、スロットマシンの加算ポイントテーブルの構成を説明するための図であ
る。
【図５】同じく、スロットマシンの規定数ポイントテーブルの構成を説明するための図で
ある。
【図６】同じく、スロットマシンの初期遊技回数テーブルの構成を説明するための図であ
る。
【図７】同じく、スロットマシンの当否抽選テーブルの構成を説明するための図である。
【図８】同じく、スロットマシンの回数抽選テーブルの構成を説明するための図である。
【図９】同じく、スロットマシンのループ抽選テーブルの構成を説明するための図である
。
【図１０】同じく、スロットマシンの主要な処理を説明するためのフロー図である。
【図１１】同じく、スロットマシンの主要な処理を説明するためのフロー図である。
【図１２】同じく、スロットマシンの主要な処理を説明するためのフロー図である。
【図１３】同じく、スロットマシンの主要な処理を説明するためのフロー図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係るスロットマシンの有利当否抽選テーブルの構成を
説明するための図である。
【図１５】同じく、スロットマシンの有利回数抽選テーブルの構成を説明するための図で
ある。
【図１６】同じく、スロットマシンの有利ループ抽選テーブルの構成を説明するための図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の遊技機の一実施形態を、添付図面を参照しながら詳述する。なお、この
実施形態は、本発明を限定するものではない。なお、以下の説明において遊技機の各部の
基準となる方向は、その遊技機の正面に対面する遊技者の視点（正面視）に合わせて説明
する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態の遊技機であるスロットマシンＳは、遊技媒体として、
例えばメダルを投入または払出し可能であって、箱型の筐体１と、筐体１の前側の開口部
を開閉可能な前扉２と、筐体１内に収容された左リール３Ｌ、中リール３Ｃ、及び右リー
ル３Ｒ（以下、まとめてリール３Ｌ～３Ｒともいう）とを備えている。リール３Ｌ～３Ｒ
は、外周面が回転方向へ２１つに区画され、当該区画された領域には複数種類の図柄（例
えば、リプレイ図柄、ベル図柄、スイカ図柄、チェリー図柄、ボーナス図柄等）が予め定
めた順番で配列されている。前扉２の前面には、リール３Ｌ～３Ｒの図柄（上段図柄、中
段図柄、下段図柄）を、前方から視認可能とする表示窓４と、表示窓４の下方にあって後
述するクレジットメダル数（最大で５０枚に制限）を表示するクレジット数表示器、及び
入賞時の払出しメダル数を表示する払出表示器等を有する７セグメント表示器から構成さ
れる遊技情報表示部８とが設けられている。
【００２４】
　前扉２の前面から前方へ突出する操作部ＯＰの上面には、メダルを投入可能であって、
投入されたメダルの通過によりオン状態に切り替わるメダル検出スイッチ９ａ（図２参照
）を内蔵したメダル投入口９と、押下操作により内蔵されたベットスイッチ１０ａ（図２
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参照）がオン状態に切り替わることに基づいて、後述するクレジットメダルから１回の遊
技を行うためのメダルの枚数（以下、規定投入数という）を設定（以下、ベットという）
可能とするベットボタン１０とが設けられる。ここで、クレジットメダルとは、メダル投
入口９にメダルが投入されたことに基づいて、後述するメインメモリ２００に記憶される
メダル情報（メダル１枚につき１クレジット）のことである。また、操作部ＯＰの前側垂
直面には、前方に突出し押下操作により内蔵されたスタートスイッチ１５ａ（図２参照）
がオン状態に切り替わることに基づいて、リール３Ｌ～３Ｒの回転を始動可能とするスタ
ートレバー１５と、リール３Ｌ～３Ｒのそれぞれに対応し、押下操作により内蔵されたス
トップスイッチ１６ａ（図２参照）がオン状態に切り替わることに基づいて、リール３Ｌ
～３Ｒの回転をそれぞれ停止可能とする左ストップボタン１６Ｌ、中ストップボタン１６
Ｃ、及び右ストップボタン１６Ｒ（以下、まとめてストップボタン１６Ｌ～１６Ｒともい
う）とが設けられる。さらには、操作部ＯＰの下方には、メダル払出口１８から払い出さ
れたメダルを溜めておくためのメダル受皿１９が設けられる。
【００２５】
　前扉２における表示窓４の上方には、演出装置（報知手段）６００（図２参照）を構成
する、複数種類の動画または静止画像を表示可能な演出表示装置５と、複数種類の効果音
や楽曲が出力されるスピーカ６と、複数種類の点滅パターンを有する演出ランプ７とが設
けられており、遊技に係る情報の報知が可能となっている。
【００２６】
　表示窓４には、左右方向に１本の入賞判定ラインＬが設定されている。入賞判定ライン
Ｌは、規定投入数（例えば、３枚）のメダルが投入（設定）されることにより有効となる
。入賞判定ラインＬ上に、役に対応する図柄の組合せが停止表示されると、入賞と判断さ
れて当該役の入賞に対応する処理が後述のように実行される。
【００２７】
　筐体１の内部には、リール３Ｌ～３Ｒ及びリール３Ｌ～３Ｒを回転させるための駆動源
を含むリールユニット３０（図２参照）と、投入されたメダルを貯留するメダル貯蔵タン
ク（図示省略）と、貯留しているメダルを１枚単位で払い出し可能なホッパーユニット３
２（図２参照）と、スロットマシンＳに対して外部からの電力を供給可能な電源ユニット
（図示省略）と、後述するメイン基板１００と、サブ基板５００（ともに図２参照）とが
設けられる。メイン基板１００とサブ基板５００は、メイン基板１００のみからの信号が
送信可能な単方向通信で接続されている。
【００２８】
　次に、図２を参照して本実施形態のスロットマシンＳの制御について説明する。
【００２９】
　（メイン基板１００）
　図２に示すように、メイン基板１００は、遊技を統括的に制御する制御基板であって、
メダル検出スイッチ９ａ、ベットスイッチ１０ａ、スタートスイッチ１５ａ、またはスト
ップスイッチ１６ａからのオン信号（オン状態に切り替わった際の信号）を受信すること
で、遊技を進行させるための各種の演算処理を行うとともに、演算処理の結果に基づいて
、リールユニット３０やホッパーユニット３２等の出力動作の制御を行う。
　このメイン基板１００の機能は、ＣＰＵが所定のメモリに格納されたプログラムからな
るソフトウエアを実行することにより実現される。
【００３０】
　具体的には、図２に示すように、メイン基板１００は、遊技制御手段１１０と、ポイン
ト管理手段（有利遊技管理手段、累計値管理手段）１２０と、規定数ポイント決定手段（
有利遊技管理手段、累計値管理手段）１３０と、ＡＴ管理手段（有利遊技管理手段、有利
遊技準備手段）１５０と、メインメモリ２００とを含んで構成される。
　ここで、メインメモリ２００は、本実施形態のスロットマシンＳにおけるシステムプロ
グラムが記憶されたＲＯＭと、メイン基板１００で生成されるシステムプログラムで使用
するフラグや演算した値等の各種データが記憶されるとともに、ワークエリアとして使用
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されるＲＡＭとによって構成される。メインメモリ２００には、遊技制御手段１１０等が
処理に要する情報を格納するための記憶領域として、例えば、メインフラグ記憶手段２０
１、ＡＴ終了判定カウンタ２０２、及びポイントカウンタ２０３が設定されるとともに、
加算ポイントテーブル２０４、規定数ポイントテーブル２０５、通常初期回数テーブル２
０６、有利初期回数テーブル２０７、当否抽選テーブル２０８、回数抽選テーブル２０９
、ループ抽選テーブル２１０等が記憶されている。
【００３１】
　（遊技制御手段１１０）
　遊技制御手段１１０は、遊技の進行管理を行い、規定投入数のメダルがメダル投入口９
に投入されるか、または、クレジットメダルがベットされたことに基づいて、スタートレ
バー１５への操作及び入賞判定ラインＬを有効にする処理を行う。続いて、スタートレバ
ー１５の押下操作（開始操作）を契機に、遊技が開始され、リール３Ｌ～３Ｒを回転制御
するとともに、後述する内部抽選を実行し、リール３Ｌ～３Ｒの回転速度が所定の速度ま
で上昇したことを条件として、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒへの操作を有効化する処理
を行う。続いて、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒが押下操作（停止操作）されると、内部
抽選の結果に応じた停止位置にリール３Ｌ～３Ｒが停止するように、メインメモリ２００
に記憶された停止制御テーブル（図示省略）を参照等して停止制御する。そして、メイン
メモリ２００に記憶された入賞判定テーブル（図示省略）を参照して当選した役の入賞形
態を示す図柄の組合せ（以下、単に図柄組合せという）が入賞判定ラインＬ上に表示され
たか否かを判断し、当選した役の入賞形態を示す図柄組合せが表示されたこと（遊技結果
）に基づいて当該役が入賞したと判断した場合は、役の配当（役が入賞した際のメダルの
払出数）に応じた枚数のメダルをホッパーユニット３２に払出させる制御を行い、メダル
をメダル払出口１８からメダル受皿１９へ払い出させて（所定の処理）遊技が終了する。
【００３２】
　また、遊技制御手段１１０は、後述する役のうちリプレイが入賞したことに基づいて、
遊技者が所持するメダル（クレジットメダルを含む）を投入せずに前回の遊技の際の投入
数と同じ枚数分のメダルを自動的に投入状態とする自動投入処理（所定の処理）を行う。
なお、ビッグボーナスについては当選、入賞を契機に後述する遊技状態を変動させる（他
の遊技状態へ移行させる）制御を行う。
【００３３】
　遊技制御手段１１０は、内部抽選や遊技状態等の上記処理の結果に係る情報等をコマン
ド信号としてサブ基板５００へ送信する。
【００３４】
　なお、本明細書において、スタートレバー１５の押下操作によりリール３Ｌ～３Ｒが回
転してから、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押下操作によりリール３Ｌ～３Ｒが停止し
た結果、入賞判定ラインＬ上に表示された図柄組合せに基づく処理が完了するまでを単位
遊技、すなわち１遊技（１ゲーム、以下単位を「Ｇ」とする）として説明する。
【００３５】
　以下、遊技制御手段１１０が行う主な処理及び制御について詳説する。
　（内部抽選）
　遊技制御手段１１０は、スタートレバー１５の押下操作を契機に、メイン基板１００に
設けられた乱数生成手段（図示省略）により生成された乱数値を取得し、取得した乱数値
に基づいて、メイン基板１００に設けられた複数の内部抽選テーブル（図示省略）から後
述する遊技状態に応じた１の内部抽選テーブルを参照し、当該内部抽選テーブルの役に係
る情報が格納されたフィールド等の値と照合して、役の当否を決定する内部抽選を行う。
【００３６】
　参照される内部抽選テーブル（フィールド）には、上記の乱数値の範囲に対応した値（
例えば、０～６５５３５）に対して、小役、リプレイ、ビッグボーナスなどの各種の役及
びこれらの役に当選しないはずれのいずれかが対応するように設定されている。
【００３７】
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　小役には、例えば、主にベル図柄から構成された図柄組合せからなる「ベル」、少なく
ともリール３Ｌ上においてチェリー図柄が表示される図柄組合せからなる「チェリー」、
主にスイカ図柄から構成された図柄組合せからなる「スイカ」、各図柄の適当な組合せの
図柄組合せからなる複数の「特殊小役」や「特別小役」等が設定されており、それぞれ配
当や、入賞形態を示す図柄組合せの数が異なる場合があるように設定されている。また、
チェリー、スイカ及び特別小役は、後述するボーナス状態やＡＴ状態等の有利遊技状態へ
の移行抽選（有利遊技抽選）や、ＡＴ遊技中の上乗せ当否抽選の契機役として設定されて
いる。
【００３８】
　また、内部抽選テーブルには、１回の内部抽選で複数種類の小役（例えば、ベル及び特
殊小役）が同時に当選するように同一の値に対して複数種類の小役が対応づけられる当選
領域（フィールド）として複数種類の「打順小役」が設定されており、当選した打順小役
の種類によって、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押し順に応じて入賞する小役が異なる
よう（例えば、ベルまたは特殊小役のいずれか一方が入賞するよう）に設定されている。
【００３９】
　また、リプレイとして、リプレイＡ～Ｄが設定されている。
　また、内部抽選テーブルには、１回の内部抽選で複数種類のリプレイが同時に当選する
ように同一の値に対して複数種類のリプレイが対応づけられる当選領域として複数種類の
「打順リプレイ」が設定されており、当選した打順リプレイの種類によって、ストップボ
タン１６Ｌ～１６Ｒの押し順に応じて入賞するリプレイが異なるように（リプレイＡ～Ｄ
のいずれか一つが入賞するように）設定されている。
【００４０】
　内部抽選テーブルは、後述する遊技状態（通常状態、ボーナス内部状態、及びボーナス
状態）に応じて複数設定されており、通常状態に対応する内部抽選テーブルＸには、ビッ
グボーナスが抽選対象として設定されているが、ボーナス内部状態に対応する内部抽選テ
ーブルＹ及びボーナス状態に対応する内部抽選テーブルＺには、ビッグボーナスが抽選対
象から除外されている。
【００４１】
　さらに、内部抽選テーブルＸ、Ｙには、複数種類の打順小役がそれぞれ当選する場合や
打順リプレイが当選する場合があるように、また、内部抽選テーブルＺにはベル（当該ベ
ルは、打順小役で同時当選するベルとは異なる）が単独で当選する場合があるように、ま
た、内部抽選テーブルＸ、Ｙ、Ｚには、チェリー、スイカまたは特別小役がそれぞれ単独
で当選する場合があるように、各役に対してそれぞれの値が設定される。なお、リプレイ
の設定状態については、後述するリプレイの抽選状態の説明の際に説明する。
【００４２】
　（リール制御処理）
　遊技制御手段１１０は、リール３Ｌ～３Ｒの回転及び停止を制御するリール制御処理を
行う。
　リール制御処理は、主にスタートレバー１５の押下操作に基づいて、リール３Ｌ～３Ｒ
を回転させるリール回転制御と、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押下操作に基づいてリ
ール３Ｌ～３Ｒを、内部抽選の結果に応じた態様で停止させるリール停止制御とを行うこ
とで、リール３Ｌ～３Ｒに付された図柄を変動、停止させる。
【００４３】
　本実施形態のスロットマシンＳでは、遊技制御手段１１０は、打順小役や打順リプレイ
が当選した際、リール停止制御を適宜行うことにより、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの
押し順、換言するとリール３Ｌ～３Ｒの停止操作順序に応じて、リール（図柄）の停止位
置を決定して入賞する役が異なるように制御している。
【００４４】
　ここで、打順小役には、予め正解押し順と不正解押し順とがそれぞれ設定されており、
内部抽選で、打順小役に当選した際、正解押し順でストップボタン１６Ｌ～１６Ｒが押下
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操作された場合には、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押下タイミングに関わらずベルが
入賞するようにリール３Ｌ～３Ｒが停止制御され、不正解押し順でストップボタン１６Ｌ
～１６Ｒが押下操作された場合には、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押下タイミングに
関わらず特殊小役が入賞するようにリール３Ｌ～３Ｒが停止制御される。
　なお、ベルは、特殊小役よりも配当が多く設定されているため、遊技者は、打順小役当
選時に正解押し順で操作することによって、不正解押し順で操作した場合よりもメダルを
多く獲得することができるようになっている。また、特殊小役の入賞に基づいて、後述す
るリプレイの抽選状態が、リプレイ高確率状態からリプレイ低確率状態へ転落するように
もなっている。
【００４５】
　一方、打順リプレイには、打順小役のような正解押し順等が設定されていないが、スト
ップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押し順に応じて、遊技状態の変動に影響を及ぼすことがない
リプレイＡ及びＢや、後述するリプレイの抽選状態がリプレイ高確率状態からリプレイ低
確率状態へ転落する契機となるリプレイＣや、同じくリプレイ低確率状態からリプレイ高
確率状態へ昇格する契機となるリプレイＤが、ストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押下タイ
ミングに関わらず入賞するようにリール３Ｌ～３Ｒが停止制御される。
【００４６】
　（遊技状態移行制御）
　遊技制御手段１１０は、所定の移行条件の成立に基づいて、通常状態、ボーナス内部状
態、及びボーナス状態の間でそれぞれ遊技状態を移行させる（開始させ、終了させる）遊
技状態移行制御を行う。
【００４７】
　図３に示すように、遊技状態移行制御は、通常状態を初期状態として、通常状態におい
て内部抽選によるビッグボーナスの当選を契機にボーナス内部状態へ移行させ、さらに、
ビッグボーナスの入賞を契機にボーナス状態へ移行させ、ボーナス状態においてメダルの
払出数の合計が予め定められた所定枚数（例えば、２００枚）を超えたことを契機として
ボーナス状態を終了させて、通常状態へ移行させる制御を行う。
【００４８】
　ここで、各遊技状態では、リプレイの当選確率がそれぞれ異なるように、対応する各内
部抽選テーブルＸ、Ｙ、Ｚにおいてそれぞれリプレイの抽選状態が設定されている。
　通常状態は、リプレイ低確率状態（リプレイの当選確率が例えば１／７．３）とリプレ
イ高確率状態（リプレイの当選確率が例えば１／１．５）との間で互いに移行可能に設定
されている。ボーナス内部状態は、リプレイ中確率状態（リプレイの当選確率が例えば１
／３．７）、ボーナス状態は、リプレイ無抽選状態（リプレイを抽選対象から除外）がそ
れぞれ設定されている。
【００４９】
　遊技制御手段１１０は、通常状態におけるリプレイ低確率状態においてリプレイＤの入
賞を契機に、リプレイ高確率状態に設定し、リプレイ高確率状態においてリプレイＣまた
は特殊小役の入賞を契機に、リプレイ低確率状態に設定する。
【００５０】
　なお、遊技制御手段１１０は、メインメモリ２００に設定されたメインフラグ記憶手段
２０１に、遊技状態やリプレイの抽選状態に対応するフラグを設定または消去（以下、ク
リアともいう）することによって、各遊技状態または各リプレイの抽選状態を移行（設定
）するような制御を行っており、これに付随して各遊技状態において参照される内部抽選
テーブルＸ、Ｙ、Ｚが設定される。
【００５１】
　（ポイント管理手段１２０）
　ポイント管理手段（有利遊技管理手段、累計値管理手段）１２０は、後述する特定有利
遊技処理の実行条件に係る所定のポイント（値、単位：Ｐ）を管理する。具体的には、ポ
イント抽選を実行し、当選したポイント数（値）を累計する累計処理を行う。
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【００５２】
　ポイント抽選は、通常状態において、例えば、内部抽選で特定役であるチェリーまたは
スイカ等の当選を契機に、メインメモリ２００に記憶された加算ポイントテーブル２０４
（図４参照）を参照して行われ、当該抽選の結果ポイントが決定する。
【００５３】
　図４に示すように、加算ポイントテーブル２０４には、例えば、チェリーが当選した場
合のポイント数の当選確率が、「１Ｐ」が７４％、「５Ｐ」が２０％、「１０Ｐ」が５％
、「２０Ｐ」が１％、スイカが当選した場合のポイント数の当選確率が、「３Ｐ」が７８
％、「１０Ｐ」及び「１５Ｐ」がそれぞれ１０％、「２０Ｐ」が２％、また特別小役が当
選した場合のポイント数の当選確率が、「５Ｐ」が８４％、「１０Ｐ」、「１５Ｐ」及び
「２０Ｐ」がそれぞれ５％となるように、それぞれ設定されている。なお、チェリー、ス
イカ、特別小役の当選確率は、チェリー＞スイカ＞特別小役という関係となっている。
【００５４】
　累計処理は、ポイント抽選の結果、当選したポイント数を、メインメモリ２００に設定
されているポイントカウンタ２０３に加算（累積）することにより行われる。
【００５５】
　ポイントカウンタ２０３が記憶可能なポイントの上限は、例えば「９９９Ｐ」に設定さ
れており、後述する規定数ポイントよりも多くのポイントを記憶可能となっている。なお
、この上限にポイント数が達した場合は、特別に有利な特典を付与するようにしてもよい
。
【００５６】
　ポイント管理手段１２０は、ポイントカウンタ２０３において累計済みの累計ポイント
（累計値）が後述する規定数ポイントに達しているか否かを判断するポイント判断処理を
行う。
【００５７】
　ポイント管理手段１２０は、ポイント判断処理後に、ポイントカウンタ２０３に記憶さ
れている累計ポイントを削除する。
【００５８】
　（規定数ポイント決定手段１３０）
　規定数ポイント決定手段（有利遊技管理手段、累計値管理手段）１３０は、ポイントカ
ウンタ２０３に設定する規定数ポイントを決定するための規定数ポイント抽選を行う。
【００５９】
　ここで、規定数ポイントとは、後述する特定有利遊技処理の実行条件に係る基準値であ
って、ポイントカウンタ２０３の累計ポイントが、規定数ポイント（例えば、１００Ｐ）
に達した場合に、特定有利遊技処理の実行条件が満たされる。
【００６０】
　規定数ポイント抽選は、有利遊技であるボーナス状態やＡＴ遊技の終了毎に規定数ポイ
ントを再設定するために実行され、ボーナス状態またはＡＴ遊技の終了を契機として、メ
インメモリ２００に記憶されている規定数ポイントテーブル２０５（図５参照）を参照し
て行われ、当該抽選の結果規定数ポイントが決定する。
【００６１】
　図５に示すように、規定数ポイントテーブル２０５には、例えば、規定数ポイントの当
選確率が、「１００Ｐ」が８５％、「７５Ｐ」が１０％、「５０Ｐ」が５％、「２５Ｐ」
が１％となるように設定されている。
【００６２】
　このように規定数ポイントを段階的に設定することにより、規定数ポイント抽選により
当選した規定数ポイントが低いほど、特定有利遊技処理の実行条件を容易に満たすことが
でき、また、同じく規定数ポイントが高いほど、特定有利遊技処理の実行条件を容易に満
たすことができない遊技状態を設定することができ、遊技の多様化を図り、遊技の興趣の
向上を図ることができる。
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【００６３】
　規定数ポイント決定手段１３０は、規定数ポイント抽選により決定した規定数ポイント
を、ポイントカウンタ２０３に対して累計ポイントの閾値（基準値）として設定する規定
数ポイント設定処理を行い、ボーナスフラグの設定またはＡＴフラグの設定時、換言する
とボーナス状態またはＡＴ遊技開始時に、設定した規定数ポイントを削除する。
【００６４】
　（ＡＴ管理手段１５０）
　ＡＴ管理手段（有利遊技管理手段、有利遊技準備手段）１５０は、ＡＴ状態（有利遊技
状態）、及びＡＴ状態での遊技（以下、ＡＴ遊技（有利遊技）ともいう）に係る管理を行
う。
【００６５】
　ここで、ＡＴ状態とは、図３に示すように、通常状態において非ＡＴ状態とともに予め
設定された選択可能な遊技状態であって、役の当選確率が通常状態と同じであり、打順小
役や打順リプレイが当選した遊技において、後述する演出制御手段５１０が、ＡＴ管理手
段１５０（メイン基板１００）からのコマンド信号に基づいて、所定の役（ベルやリプレ
イＤ）の入賞を容易とするように補助する特別演出（後述する第１特別演出、第２特別演
出）を報知手段、例えば、演出表示装置５やスピーカ６、または演出ランプ７等に実行さ
せる状態をいう。
【００６６】
　ＡＴ状態では、特別演出が実行されることによって、後述するように、内部抽選で打順
小役が当選した場合には、特殊小役（リプレイ低確率状態への転落契機役であり相対的に
配当が少ない役）を入賞させずに、相対的に配当が多いベルを入賞させることが容易とな
り、打順リプレイに当選した場合には、リプレイ高確率状態への昇格契機役であるリプレ
イＤや、リプレイの抽選状態に影響を与えないリプレイＡまたはＢを入賞させることが容
易となるため、リプレイ高確率状態へ昇格させることが容易となり、かつ、リプレイ低確
率状態への転落契機役であるリプレイＣを入賞させることなく、一旦移行したリプレイ高
確率状態を維持することが容易となることから、メダルを消費し難く、かつメダルを獲得
し易い遊技者に有利な遊技（有利遊技）となっている。このように、ＡＴ状態が設定され
、かつリプレイの抽選状態がリプレイ高確率状態に設定された状態をアシストリプレイタ
イム（ＡＲＴ）状態という（図３参照）。
【００６７】
　ＡＴ管理手段１５０は、メインメモリ２００のメインフラグ記憶手段２０１に対するＡ
Ｔフラグの設定及び解除により、ＡＴ状態及び非ＡＴ状態の切替え（ＡＴ状態の開始及び
終了）を行う。
【００６８】
　ＡＴ管理手段１５０は、非ＡＴ状態（例えば、通常状態やボーナス状態）において、内
部抽選で特定役であるチェリー、スイカまたは特別小役が当選したことに基づいて、非Ａ
Ｔ状態からＡＴ状態へ移行させる（当選）か否（非当選、またははずれ）かを決定するた
めのＡＴ抽選（有利遊技抽選）を行う。
【００６９】
　ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ抽選に当選したことを契機にＡＴフラグを設定してＡＴ状
態へ移行させ、その後、リプレイ高確率状態となってＡＲＴ状態へ移行したことに基づい
て、ＡＴ遊技を開始して、ＡＴ遊技の初期遊技回数を決定するための初期回数抽選（有利
遊技の開始に係る処理）を行う。
　初期回数抽選は、メインメモリ２００に記憶された通常初期回数テーブル２０６または
有利初期回数テーブル２０７の何れかを参照して行われる。
【００７０】
　具体的には、ＡＴ管理手段１５０は、ポイント管理手段１２０によるポイント判断処理
の結果、ポイントカウンタ２０３の累計ポイントが規定数ポイントを超えていないと判断
された場合には、通常初期回数テーブル２０６（図２参照）を参照して通常初期回数抽選
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を行い、累計ポイントが規定数ポイントを超えていると判断された場合には、特定有利遊
技処理として、通常初期回数テーブル２０６よりも優遇された有利初期回数テーブル２０
７（図２参照）を参照して有利初期回数抽選（優遇された有利遊技の開始に係る処理）を
行う。
【００７１】
　ここで、図６（ａ）に示すように、通常初期回数テーブル２０６には、初期遊技回数の
当選確率が、「３０Ｇ」が３０％、「４０Ｇ」が３０％、「５０Ｇ」が３０％、「６０Ｇ
」が１０％となるように設定されている。
【００７２】
　一方、図６（ｂ）に示すように、有利初期回数テーブル２０７には、初期遊技回数の当
選確率が、「４０Ｇ」が３０％、「５０Ｇ」が５０％、「１００Ｇ」が１５％、「２００
Ｇ」が５％となるように設定されている。
【００７３】
　ＡＴ管理手段１５０は、通常または有利初期回数抽選により決定した初期遊技回数に対
応する値（例えば「５０」）をメインメモリ２００に記憶されたＡＴ終了判定カウンタ２
０２のカウント値に設定する初期回数設定処理を行う。
【００７４】
　本実施形態では上述のような一連の処理を行うことにより、たとえ特定役に当選しても
ＡＴ抽選にはずれてＡＴ状態等へなかなか移行しない場合であっても、特定役の当選に基
づいて加算された累計ポイントが規定数ポイントを超えた場合には、ＡＴ遊技において、
ＡＴ管理手段１５０により、特定有利遊技処理として有利初期回数抽選及び初期回数設定
処理が行われるため、ＡＴ遊技の初期遊技回数が優遇され易くなる。即ち、特定役の当選
に新たな機能を設けることにより、特定役の当選がＡＴ抽選等の当選に繋がらなかったと
しても、特定役のいわゆる無駄引きとはならず、継続して遊技を行う動機付けを付与する
ことができる。
【００７５】
　ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ遊技が行われる毎にＡＴ終了判定カウンタ２０２のカウン
ト値をデクリメントするデクリメント処理を行い、デクリメント処理の結果、ＡＴ終了判
定カウンタ２０２のカウント値が「０」に達したことに基づいて、ＡＴフラグを消去して
ＡＴ状態を終了させてＡＴ遊技を終了させる。このようにＡＴ遊技は、初期回数抽選によ
り決定した初期遊技回数を１セットとして管理されている。
　ＡＴ管理手段１５０は、デクリメント処理を、ＡＴ状態とリプレイ高確率状態とが重畳
的に設定された状態（ＡＲＴ状態）となった次の遊技（ＡＴ遊技の開始ゲーム）から開始
する。
【００７６】
　なお、ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ状態においてビッグボーナスが入賞した場合にもＡ
Ｔ状態を終了させる。この場合、ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ終了判定カウンタ２０２の
値をリセットしても、ＡＴ終了判定カウンタ２０２の値を持ち越すようにして、ビッグボ
ーナス終了後に再びＡＴ状態に設定してＡＴ遊技を開始させて、残りのカウント値分の遊
技回数を消化させるようにしてもよい。
【００７７】
　ＡＴ管理手段１５０は、ＡＲＴ状態となった次の遊技を、ＡＴ遊技の開始ゲームと判断
する。
【００７８】
　ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ遊技、またはＡＴ遊技前のＡＴ状態において、ＡＴ終了判
定カウンタ２０２のカウント値に所定の値を加算（以下、上乗せという）するための上乗
せ処理（有利遊技を継続させるための処理）を実行する。すなわち、ＡＴ状態で上乗せ処
理が行われた場合は、上乗せ処理により上乗せされたカウント値に初期回数抽選により決
定した初期遊技回数が加算（増加）される。
【００７９】
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　上乗せ処理では、ＡＴ遊技を上乗せするか否かを決定するための上乗せ当否抽選、上乗
せ当否抽選の当選（以下、上乗せの初当りともいう）に基づいて、上乗せする遊技回数を
決定するための上乗せ回数抽選、当該上乗せ回数抽選の結果、決定した上乗せ遊技回数に
対応する値をＡＴ終了判定カウンタ２０２のカウント値に加算（増加）する加算処理、及
び後述するループ実行抽選の当選確率（ループ率）を決定するための上乗せループ抽選が
行われる。
【００８０】
　上乗せ当否抽選は、チェリー、スイカまたは特別小役の当選に基づいて、メインメモリ
２００に記憶された当否抽選テーブル２０８（図２参照）を参照して実行される。
【００８１】
　図７に示すように、当否抽選テーブル２０８は、上乗せ当否抽選の当選確率が、例えば
、当選役が、チェリーの場合には１５％、スイカの場合には３０％、特別小役の場合には
５０％となるように設定されている。
【００８２】
　上乗せ回数抽選は、上乗せ当否抽選の当選に基づいて、メインメモリ２００に記憶され
た回数抽選テーブル２０９（図２参照）を参照して実行される。
【００８３】
　図８に示すように、回数抽選テーブル２０９は、上乗せ当否抽選の当選時の当選役がチ
ェリーの場合には、上乗せ遊技回数として１０Ｇが当選する確率が「３５％」、２０Ｇが
「３０％」、３０Ｇが「２５％」、５０Ｇ及び１００Ｇが「５％」となるようにそれぞれ
設定され、当選役がスイカの場合には、上乗せ遊技回数として１０Ｇが当選する確率が「
５０％」、２０Ｇが「２５％」、３０Ｇが「２３％」、５０Ｇ及び１００Ｇが「１％」と
なるようにそれぞれ設定され、当選役が特別小役の場合には、上乗せ遊技回数として１０
Ｇが当選する確率が「８５％」、２０Ｇが「１２％」、３０Ｇ、５０Ｇ、１００Ｇが「１
％」となるようにそれぞれ設定されている。
【００８４】
　上乗せループ抽選は、上乗せ当否抽選の当選に基づいて、メインメモリ２００に記憶さ
れたループ抽選テーブル２１０（図２参照）を参照してループ率を決定する。
【００８５】
　図９に示すように、ループ抽選テーブル２１０は、ループ率として「０％」が当選する
（実質はずれの）確率を、上乗せ当否抽選の当選時の当選役がチェリーの場合には８５％
、スイカの場合には９０％、特別小役の場合には９８％、また、ループ率として「５０％
」が当選する確率を、チェリーの場合には１０％、スイカの場合には８％、特別小役の場
合には１％、さらに、ループ率として「９０％」が当選する確率を、チェリーの場合には
５％、スイカの場合には２％、特別小役の場合には１％となるようにそれぞれ設定されて
いる。
【００８６】
　ＡＴ管理手段１５０は、上乗せループ抽選により決定されたループ率に基づいて、上乗
せ回数抽選及び加算処理を実行するか否かを決定するループ実行抽選を行い、当選した場
合は、ループ処理として、上乗せ当否抽選を実行せずに、上乗せ回数抽選、及び上乗せ回
数抽選に基づく加算処理を実行するとともに、再び当該ループ率に基づいてループ実行抽
選を行う。ＡＴ管理手段１５０は、ループ実行抽選がはずれるまでループ処理を繰返し行
い、はずれた場合には、ループ処理を実行せず、上乗せループ抽選で決定したループ率を
クリアする。
【００８７】
　ＡＴ管理手段１５０は、後述する演出制御手段５１０がＡＴ状態に係る演出を行うため
に必要なコマンド信号を適時にサブ基板５００へ送信する。
【００８８】
　（演出処理）
　次に、本実施形態のスロットマシンＳの演出処理について説明する。演出全般の制御は
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サブ基板５００が担当する。サブ基板５００の機能は、メイン基板１００と同様、ＣＰＵ
が所定のメモリに格納されたプログラムからなるソフトウエアを実行することにより実現
される。
【００８９】
　（サブ基板５００）
　サブ基板５００は、メイン基板１００からのコマンド信号の入力に基づいて、遊技の進
行状況に合わせた演出を実行するための各種の演算処理を行い、演算処理の結果に基づい
て、演出装置６００（図２参照）による演出等の出力動作の制御を行う。
【００９０】
　具体的に、図２に示すように、サブ基板５００は、演出制御手段５１０と、サブメモリ
５９０とを含んで構成されている。
　ここで、サブメモリ５９０は、本実施形態のスロットマシンＳにおける演出に係るプロ
グラムが記憶されたＲＯＭと、サブ基板５００で生成される演出に係るプログラムで使用
するフラグや演算した値等の各種データが記憶されるとともに、ワークエリアとして使用
されるＲＡＭとによって構成される。具体的に、サブメモリ５９０は、サブ基板５００に
設けられた各手段がそれぞれの処理に要する情報や、処理の結果に係る情報等を記憶する
ためのテーブル等が記憶されている。
【００９１】
　（演出制御手段５１０）
　演出制御手段５１０は、遊技の進行状況に合わせて演出を実行するために、所定の契機
で複数種類の演出状態から遊技状態に応じた演出状態を設定する演出状態設定（移行）処
理を行う。
【００９２】
　例えば、演出状態として、通常状態に対応する通常演出状態と、ボーナス内部状態に対
応するボーナス当選演出状態と、ボーナス状態に対応するボーナス演出状態と、ＡＴ状態
に対応するＡＴ演出状態等がそれぞれ設定されている。演出制御手段５１０は、メイン基
板１００からの遊技状態等に係るコマンド信号に基づいて対応する演出状態を設定する。
【００９３】
　なお、演出制御手段５１０は、サブメモリ５９０に設定されたサブフラグ記憶手段（図
示省略）に、演出状態に対応するフラグを設定または消去することによって、演出状態を
移行（設定）する制御を行う。
【００９４】
　演出制御手段５１０は、メイン基板１００からの役の当選や入賞等に係るコマンド信号
、及び演出状態に基づいて、演出データが記憶されているサブメモリ５９０の演出データ
記憶領域（図示省略）を参照し、演出装置６００の一つである演出表示装置５を介して行
う表示演出、スピーカ６を介して行う音響演出、または演出ランプ７等を介して行う照明
演出に係る演出制御を行う。
【００９５】
　例えば、演出状態が通常演出状態の場合、演出制御手段５１０は、本実施形態のスロッ
トマシンＳのキャラクタ等を用いた一般的な演出を行う。例えば、リプレイや小役の当選
を示唆する演出や、ビッグボーナスの当選、またはＡＴ状態への移行の可能性を数ゲーム
に亘って示唆する前兆演出や、当該前兆演出と連続して行われ、ボーナスの当選の有無や
ＡＴ抽選の結果を表示する結果演出を実行する制御を行う。
【００９６】
　演出状態がボーナス当選演出状態の場合、演出制御手段５１０は、通常演出状態とは異
なる特別な演出態様で、ビッグボーナスが入賞するまで継続的にビッグボーナスの当選を
報知し、演出状態がボーナス演出状態の場合、通常演出状態とは異なる特別な演出態様で
小役の当選等を報知する演出を実行する制御を行う。
【００９７】
　演出状態がＡＴ演出状態の場合、演出制御手段５１０は、複数の役が当選した遊技で所
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定の役の入賞を容易とするように補助する特別演出（後述する第１特別演出、第２特別演
出）を演出表示装置５やスピーカ６、または演出ランプ７等に実行させる制御を行う。ま
た、通常演出状態と同様、特別演出以外にもリプレイ、小役またはビッグボーナスの当選
を示唆する演出や、それらの当選の可能性を示唆する演出等を実行する制御を行う。
【００９８】
　例えば、ＡＴ演出状態では、演出制御手段５１０は、内部抽選で複数の打順小役のうち
いずれかの打順小役が当選すると、ベルを入賞させることができるストップボタン１６Ｌ
～１６Ｒの押し順（正解押し順）を報知する第１特別演出を演出表示装置５やスピーカ６
、または演出ランプ７等に実行させる制御を行う。第１特別演出としては、種々の演出を
採用することができ、例えば、ベルを入賞させるための正解押し順を報知する演出画像を
演出表示装置５に表示させたり、同じく正解押し順を報知するためにリール３Ｌ～３Ｒの
下方に設けたランプ（図示省略）を点灯させたり、同じく正解押し順を報知する音声をス
ピーカ６から出力させたりすることができる。
【００９９】
　また、ＡＴ演出状態では、演出制御手段５１０は、内部抽選で複数の打順リプレイのう
ちいずれかの打順リプレイが当選すると、リプレイＡ、ＢまたはＤを入賞させることがで
きるストップボタン１６Ｌ～１６Ｒの押し順を報知する第２特別演出を演出表示装置５や
スピーカ６、または演出ランプ７等に実行させる制御を行う。なお、第２特別演出として
は、上記のリプレイＡ、Ｂ、またはＤを入賞させるため、第１特別演出と同様、種々の演
出を採用することができる。
【０１００】
　また、ＡＴ演出状態では、演出制御手段５１０は、初期回数抽選により決定した初期遊
技回数や、上乗せ処理において、上乗せ抽選に当選した旨、上乗せ遊技回数、上乗せルー
プ抽選、ループ実行抽選等に当選した旨を演出表示装置５に表示させる制御を行う。
【０１０１】
　ここで演出態様としては、上乗せ遊技回数、上乗せループ抽選やループ実行抽選に当選
した旨の演出を即時に報知するだけでなく、当選した遊技から数ゲーム後に報知したり、
当選した上乗せ遊技回数をＡＴ遊技の最終遊技でまとめて報知するようにしてもよい。
【０１０２】
　（遊技に係る主要な流れ）
　図１０～１４を参照して、スロットマシンＳの主要な処理に係る流れについて説明する
。
　図１０に示すように、規定数ポイント決定手段１３０は、ボーナス状態またはＡＴ遊技
が終了した場合に（Ｓ１００でＹＥＳ）、規定数ポイント抽選を実行し（Ｓ１１０）、当
選した規定数ポイントをポイントカウンタ２０３に設定する（Ｓ１２０）。なお、ポイン
ト管理手段１２０は、ステップＳ１００の処理において、ボーナス状態またはＡＴ遊技の
終了が認められない場合には（Ｓ１００でＮＯ）、当該処理を繰返し行う。
【０１０３】
　次に、図１１に示すように、ポイント管理手段１２０は、特定役であるチェリーやスイ
カ等が当選した場合に（Ｓ２００でＹＥＳ）、ポイント抽選を実行し（Ｓ２１０）、当選
したポイントをポイントカウンタ２０３に加算するポイント加算処理を行う（Ｓ２２０）
。なお、ポイント管理手段１２０は、ステップＳ２００の処理において、特定役の当選が
認められない場合には（Ｓ２００でＮＯ）、当該処理を繰返し行う。
【０１０４】
　また、図１２に示すように、ＡＴ管理手段１５０は、特定役であるチェリーやスイカ等
が当選した場合（Ｓ３００でＹＥＳ）、上述のポイント管理手段１２０によるポイント抽
選及びポイントカウント加算処理と同時期に、ＡＴ抽選を実行し（Ｓ３１０）、ＡＴ抽選
に当選した場合は（Ｓ３２０でＹＥＳ）、ＡＴフラグを設定し、（Ｓ３３０）、ＡＴ抽選
に当選しなかった場合は（Ｓ３２０でＮＯ）、ステップＳ３００をスキップして処理を終
了する。なお、ＡＴ管理手段１５０は、ステップＳ３００の処理において、特定役の当選
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が認められない場合には（Ｓ３００でＮＯ）、当該処理を繰返し行う。
【０１０５】
　図１３に示すように、ＡＴ遊技が開始（ＡＲＴ状態へ移行）した場合（Ｓ４００ＹＥＳ
）、ポイント管理手段１２０は、ポイントカウンタ２０３の累計ポイントが規定数ポイン
トに達しているか否かを判断するポイント判断処理を行い（Ｓ４１０）、累計ポイントが
規定数ポイントに達していると判断した場合は（Ｓ４２０でＹＥＳ）、ＡＴ管理手段１５
０は、有利初期回数テーブル２０７を参照して行う有利初期回数抽選（特定有利遊技処理
）を実行し（Ｓ４３０）、当選（決定）した初期遊技回数をＡＴ終了判定カウンタ２０２
に設定する初期回数設定処理（特定有利遊技処理）を行う（Ｓ４４０）。
【０１０６】
　一方、ステップＳ４１０の判断処理で、累計ポイントが規定数ポイントに達していない
と判断した場合は（Ｓ４２０でＮＯ）、ＡＴ管理手段１５０は、通常初期回数テーブル２
０６を参照して行う通常初期回数抽選を実行し（Ｓ４５０）、初期回数設定処理を行う（
Ｓ４４０）。
【０１０７】
　このように、特定役であるチェリーやスイカ等が当選した場合に、ＡＴ抽選にはずれた
場合であっても、ＡＴ遊技の初期遊技回数が優遇される蓋然性を高める要素となるポイン
トが加算されるため、遊技者の落胆を緩和することができ、ポイントが加算されればされ
るほど、初期遊技回数が多く設定されたＡＴ遊技への期待も高まるため、遊技を継続する
動機付けとなる。
【０１０８】
　また、規定数ポイント（基準値）を抽選により変動させることにより、規定数ポイント
が低く設定された場合には、累計ポイントの規定数ポイントまでの達成が容易な状態や、
規定数ポイントが高く設定された場合には、累計ポイントの規定数ポイントまでの達成が
困難な状態を設けることができ、遊技状態の多様化を図り、遊技性を向上させ、遊技の興
趣の向上を図ることができる。
【０１０９】
　（他の実施形態）
　以下の他の実施形態については、別段の説明がない限り、前記実施形態と同一の構成要
件及び機能を有するものとして、必要に応じて説明をする。例えば、以下に説明するポイ
ント管理手段１２０、ＡＴ管理手段１５０等は、前記実施形態にはない機能を有するもの
である。
【０１１０】
　本実施形態におけるポイント管理手段１２０は、ポイント判断処理として、前記実施形
態と同様、ポイントカウンタ２０３の累計ポイントが規定数ポイントに達しているか否か
を判断する第１の判断処理（前記実施形態でいうポイント判断処理）を実行するが、それ
とともに、第１の判断処理が肯定的な判断の場合（累計ポイントが規定数ポイントに達し
ていると判断した場合）には、規定数ポイントを超えた分の累計ポイント（基準超え累計
値、以下、エクストラポイントという）数の有無を判断する第２の判断処理を実行する。
【０１１１】
　ポイント管理手段１２０は、ポイント判断処理（第１の判断処理、第２の判断処理）を
、所定の遊技回数（例えば１００Ｇ）間隔で、またはＡＴ抽選の当選または非当選を契機
に実行する。
【０１１２】
　ポイント管理手段１２０は、第１の判断処理後にポイントカウンタ２０３に記憶されて
いる規定数ポイント以下の累計ポイント（基準以下累計値、以下ベースポイントという）
をクリアし、第２の判定処理後にエクストラポイントをクリアする。
【０１１３】
　ＡＴ管理手段１５０は、第１の判断処理が肯定的な判断の場合には、例えば、前記実施
形態のＡＴ抽選よりも当選確率を向上させた有利ＡＴ抽選（特定有利遊技処理、優遇され
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た有利遊技の開始に係る処理）を実行する。一方、ＡＴ管理手段１５０は、第１の判断処
理の結果が否定的な判断の場合（累計ポイントが規定数ポイントに達していないと判断し
た場合）には、いずれの処理も実行しない。
　また、ＡＴ管理手段１５０は、有利ＡＴ抽選にはずれた場合であっても、第２の判断処
理の結果、エクストラポイントが存在すると判断した場合には、当該エクストラポイント
に応じて、再度有利ＡＴ抽選を行ったり、強制的にＡＴ抽選に当選させる処理（例えば、
当選確率を１００％となるような抽選テーブルを用いた抽選）を行う。
　一方、ＡＴ管理手段１５０は、有利ＡＴ抽選に当選し、第２の判断処理の結果、エクス
トラポイントが存在すると判断した場合には、当該エクストラポイントに応じて、前記実
施形態の上乗せ処理よりも優遇された有利上乗せ処理（特別有利遊技処理、優遇された有
利遊技を継続させるための処理）を行う。なお、ＡＴ管理手段１５０は、第２の判断処理
の結果、エクストラポイントが存在しないという判断の場合には、エクストラポイントに
係るいずれの処理も実行しない。
【０１１４】
　具体的に、有利上乗せ処理として、ＡＴ管理手段１５０による初期回数抽選、上乗せ当
否抽選、上乗せ回数抽選、上乗せループ抽選のいずれか一つ若しくは複数、または全てを
優遇させるか否かを決定するための優遇対象抽選を行う。
【０１１５】
　優遇対象抽選により優遇対象として決定された抽選は、後述するように、優遇対象とさ
れない場合（前記実施形態）よりも、当選確率や抽選対象たる値が優遇された有利抽選テ
ーブルを参照して行われる。
【０１１６】
　有利抽選テーブルには、通常初期回数テーブル２０６よりも多くの初期遊技回数が当選
する確率が高く設定された有利初期回数テーブル２０７（図６参照）、当否抽選テーブル
２０８よりも当選確率が高く設定された有利当否抽選テーブル３０８（図１４参照）、回
数抽選テーブル２０９よりも当選確率が優遇された有利回数抽選テーブル３０９（図１５
参照）、ループ抽選テーブル２１０よりも当選確率が優遇された有利ループ抽選テーブル
３１０（図１６参照）が設定されている。
【０１１７】
　図１４に示すように、有利当否抽選テーブル３０８は、上乗せ当否抽選の当選確率が、
例えば、当選役が、チェリーの場合には３０％、スイカの場合には５０％、特別小役の場
合には７５％となるように設定されている。
【０１１８】
　図１５に示すように、有利回数抽選テーブル３０９は、上乗せ当否抽選の当選時の当選
役がチェリーの場合には、上乗せ遊技回数として５０Ｇが当選する確率が「３５％」、８
０Ｇが「３０％」、１００Ｇが「２５％」、２００Ｇ及び３００Ｇが「５％」となるよう
にそれぞれ設定され、当選役がスイカの場合には、上乗せ遊技回数として５０Ｇが当選す
る確率が「５０％」、８０Ｇが「２５％」、１００Ｇが「２３％」、２００Ｇ及び３００
Ｇが「１％」となるようにそれぞれ設定され、当選役が特別小役の場合には、上乗せ遊技
回数として５０Ｇが当選する確率が「８５％」、８０Ｇが「１２％」、１００Ｇ、２００
Ｇ、３００Ｇが「１％」となるようにそれぞれ設定されている。
【０１１９】
　図１６に示すように、有利ループ抽選テーブル３１０は、ループ率として「０％」が当
選する（実質はずれの）確率を、上乗せ当否抽選の当選時の当選役が、チェリーの場合に
は７０％、スイカの場合には８０％、特別小役の場合には９０％、また、ループ率として
「８０％」が当選する確率を、チェリーの場合には２５％、スイカの場合には１５％、特
別小役の場合には５％、さらに、ループ率として「９０％」が当選する確率を、チェリー
、スイカ、特別小役のいずれの場合には５％となるようにそれぞれ設定されている。
【０１２０】
　ＡＴ管理手段１５０は、優遇対象抽選により、初期回数抽選を優遇対象に決定した場合
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には、有利初期回数テーブル２０７を参照して初期回数抽選を行い、上乗せ当否抽選を優
遇対象に決定した場合には、有利当否抽選テーブル３０８を参照して有利当否抽選を行い
、上乗せ回数抽選を優遇対象に決定した場合には、有利回数抽選テーブル３０９を参照し
て上乗せ回数抽選を行い、上乗せループ抽選を優遇対象に決定した場合には、有利ループ
抽選テーブル３１０を参照して上乗せループ抽選を行う。
【０１２１】
　本実施形態では上述のような一連の処理を行うことにより、規定数ポイント（基準値）
を基準として、累計ポイントを、規定数ポイント以下のベースポイントと、規定数ポイン
トを超えたエクストラポイントの２段階に分けて利用することにより、遊技者に対して特
典を、複数に分けて付与することができる。
【０１２２】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、こ
れらの実施形態に対して、次のような変形や変更を施すことが可能である。また、上記の
本発明の一実施形態、及び下記変形例におけるそれぞれの構成部材や処理や条件等を適宜
組み合わせることが可能である。
【０１２３】
　（変形例１）
　前記実施形態及び他の実施形態では、有利遊技として、ボーナスやＡＴ遊技が設けられ
ているが、これに限定されず、チャンスゾーン状態を経由して移行可能な疑似ボーナスを
設けるようにしてもよい。
【０１２４】
　ここで疑似ボーナスは、実際上はＡＲＴ状態であって、ＡＴ管理手段１５０により管理
されるが、ＡＴ遊技と異なりメダルの払出数で管理される。また、疑似ボーナスでは、演
出制御手段５１０により、演出態様もＡＴ遊技演出状態とは異なるビッグボーナスに近似
した態様で表示演出が行われる。
【０１２５】
　また、チャンスゾーン状態は、後述する疑似ボーナス抽選の抽選状態が優遇された状態
であって、チャンスゾーン管理手段１４０により管理される。ここでいう、抽選状態が優
遇された状態とは、例えば、疑似ボーナス抽選の当選確率が高確率状態であること、及び
／または疑似ボーナス抽選の実行確率が高確率となるように契機役の当選確率を向上させ
た状態のことである。また、チャンスゾーン状態では、演出制御手段５１０により、疑似
ボーナス抽選が高確率で実行される遊技状態に合わせて、他の演出状態よりも緊張感や期
待感のある演出が実行される。
【０１２６】
　チャンスゾーン管理手段１４０は、非ＡＴ状態において、内部抽選でチェリーやスイカ
等の特定役の当選を契機に、チャンスゾーン状態へ移行するためのチャンスゾーン移行抽
選を行い、当該抽選の当選を契機に、所定遊技回数（例えば１２Ｇ）を１セットとするチ
ャンスゾーン状態を開始する。
【０１２７】
　ＡＴ管理手段１５０は、チャンスゾーン状態において、チェリーやスイカ等の特定役の
当選を契機に疑似ボーナス抽選を行い、当該抽選の当選を契機に、ＡＴ状態を開始し、そ
の後、特別演出に基づいて、リプレイ高確率状態への移行契機役であるボーナスリプレイ
が入賞し、リプレイ高確率状態となってＡＲＴ状態へ移行したことに基づいて、疑似ボー
ナス遊技を開始する。
【０１２８】
　疑似ボーナス遊技では、ＡＴ管理手段１５０は、メダルの払出数を計数し累計が２００
枚に達したことに基づいて、疑似ボーナスフラグを解除して疑似ボーナス状態を終了させ
て、疑似遊技を終了する。
【０１２９】
　例えば、チャンスゾーン状態に移行した際に、前記実施形態のように、ポイント管理手
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段１２０によるポイント判断処理に基づいてポイントカウンタ２０３の累計ポイントが規
定数ポイントに達していると判断した場合、疑似ボーナス抽選の当選確率を向上させたり
、強制的に疑似ボーナス抽選に当選させるようにしてもよい。
【０１３０】
　また、前記他の実施形態のように、チャンスゾーン管理手段１４０及びＡＴ管理手段１
５０は、ベースポイント及びエクストラポイントによって、チャンスゾーン状態及び疑似
ボーナスの制御を行うようにしてもよい。
【０１３１】
　具体的には、チャンスゾーン管理手段１４０は、通常状態において、ポイント管理手段
１２０による第１の判断処理が肯定的な判断の場合、ベースポイントに基づいて、通常状
態からチャンスゾーン状態へ遊技状態を移行し、ＡＴ管理手段１５０は、第２判定処理に
より判断されたエクストラポイントに基づいて、チャンスゾーン状態における疑似ボーナ
ス抽選の当選確率を向上させたり、強制的に疑似ボーナス抽選に当選させるようにしても
よい。
【０１３２】
　（変形例２）
　前記実施形態及び他の実施形態では、ＡＴ遊技は遊技回数で管理されているが、これに
限定されず、ＡＴ遊技時のメダルの払出数で管理してもよい。すなわち、ＡＴ遊技の終了
条件をＡＴ遊技時のメダルの総払出数で決定してもよい。これにより、ＡＴ遊技において
メダルの払出可能数を増加させることによって、ＡＴ遊技の遊技回数を増加させることが
できる。
【０１３３】
　この場合、遊技回数を管理するための抽選等の処理に代えて、適宜メダルの払出数を管
理するための抽選等の処理を行う。
【０１３４】
　例えば、ＡＴ管理手段１５０は、前記実施形態の「初期回数抽選」に代えて、ＡＴ遊技
の終了条件となるメダルの払出数（払出可能数）を決定する初期払出抽選を実行し、「上
乗せ当否抽選」に代えて、払出可能数を上乗せするか否かを決定するための払出上乗せ当
否抽選を実行し、「上乗せ回数抽選」に代えて、上乗せする払出可能数を決定するための
払出数抽選を実行する。
【０１３５】
　また、ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ終了判定カウンタ２０２に対して、遊技回数に相当
する値ではなく、上記抽選（初期払出抽選、払出上乗せ当否抽選、払出数抽選等）で決定
した払出可能数を加算する加算処理を行い、ＡＴ遊技において小役等の入賞に基づいてメ
ダルが払い出されたことを契機に、実際に払い出されたメダルの枚数分の値をＡＴ終了判
定カウンタ２０２に記憶されている払出可能数から減算する処理を行う。
【０１３６】
　（変形例３）
　また、ＡＴ遊技を遊技回数で管理することに代えて、所定の役（例えばリプレイやベル
等）の当選回数で管理するようにしてもよい。すなわち、ＡＴ遊技の終了条件をＡＴ遊技
時のベル等の当選回数で決定してもよい。これにより、ＡＴ遊技において役の当選可能回
数を増加させることによって、ＡＴ遊技の遊技回数を増加させることができる。
【０１３７】
　この場合、メダルの払出数を管理するための抽選等の処理に代えて、適宜当選役の数を
管理するための抽選等の処理を行う。
【０１３８】
　例えば、ＡＴ管理手段１５０は、前記実施形態の「初期回数抽選」に代えてＡＴ遊技の
終了条件となるＡＴ終了判定カウンタ２０２に記憶される役の当選回数（当選可能回数）
を決定する初期当選回数抽選を実行し、「上乗せ当否抽選」に代えて、当選可能回数を上
乗せするか否かを決定するための当選回数上乗せ当否抽選を実行し、「上乗せ回数抽選」
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に代えて上乗せする当選可能回数を決定するための当選回数抽選を実行する。
【０１３９】
　また、ＡＴ管理手段１５０は、ＡＴ終了判定カウンタ２０２に対して、遊技回数に相当
する値ではなく、上記抽選（初期当選回数抽選、当選回数上乗せ当否抽選、当選回数抽選
等）で決定した役に係る当選可能回数を加算する加算処理を行い、ＡＴ遊技において当該
役の入賞に基づいてＡＴ終了判定カウンタ２０２に記憶されている当選可能回数からデク
リメントするデクリメント処理を行う。また、対象となる所定の役を、予め定めても、遊
技者が任意で選択可能としても、または抽選により決定するようにしてもよい。
【０１４０】
　（変形例４）
　前記実施形態及び他の実施形態では、ポイント管理手段１２０は、特定役の当選を契機
に、当選した特定役に対応したポイントをポイントカウンタ２０３に加算（累計）してい
るが、これに限定されず、特定役の当選を契機に実行されるＡＴ抽選、疑似ボーナス抽選
、チャンスゾーン移行抽選等にはずれた場合にのみ、ポイントカウンタ２０３にポイント
を加算するようにしてもよい。また、これらの抽選にはずれた方が当選した場合よりも多
くのポイントを加算するようにしてもよい。
【０１４１】
　（変形例５）
　前記実施形態及び他の実施形態では、通常状態でのみ、特定役の当選を契機に累計処理
を行い、累計処理による累計ポイントに基づいて、その後に行われるＡＴ遊技に係る特定
有利遊技処理や特別有利遊技処理を行っているが、これに限定されず、ＡＴ状態やボーナ
ス状態（ボーナス内部状態）においても、特定役の当選を契機に累計処理を行うようにし
て、累計処理による累計ポイントに基づいて、当該有利遊技終了後の通常状態、ＡＴ状態
において、特定有利遊技処理や特別有利遊技処理を行うようにしてもよい。
【０１４２】
　これにより、例えば、ＡＴ状態やボーナス状態において、累計ポイントが規定数ポイン
トに達した場合には、当該ＡＴ状態やボーナス状態の終了後の通常状態、ＡＴ遊技におい
て、ＡＴ遊技に係る処理の有利度（各抽選の当選確率）を向上させることができる。
【０１４３】
　なお、この場合、ポイントカウンタ２０３に設定されている規定数ポイントを、ＡＴ抽
選の当選時やボーナス当選時に削除し、ＡＴ遊技開始時やボーナス状態移行時に規定数ポ
イント抽選により決定した規定数ポイントを新たに設定するようにする。
【０１４４】
　（変形例６）
　前記実施形態及び他の実施形態では、規定数ポイントとしてポイントカウンタ２０３に
対して１つの値を設定しているが、これに限定されず、抽選により決定した複数の値を設
定するようにしてもよい。
【０１４５】
　例えば、規定数ポイント決定手段１３０は、規定数ポイントを複数決定するために規定
数ポイント複数抽選を実行し、決定した複数の規定数ポイントをポイントカウンタ２０３
に設定する。規定数ポイント複数抽選は、所定の契機、例えば、ＡＴ遊技またはボーナス
状態が終了したことに基づいて行われ、予め定められた範囲の乱数値（例えば１～９９９
）から複数（例えば４つ）の値を取得して複数の規定数ポイントを決定する（例えば、２
５Ｐ、５０Ｐ、１００Ｐ、３００Ｐ）。
【０１４６】
　複数決定された規定数ポイントは、例えば、低い値から第１規定数ポイント（例えば２
５Ｐ）、第２規定数ポイント（例えば５０Ｐ）、第３規定数ポイント（例えば１００Ｐ）
、第４規定数ポイント（例えば３００Ｐ）、第Ｎ規定数ポイント（ＮＰ）というように段
階的に設定される。これに対して、ポイントカウンタ２０３の累計ポイントが、第１規定
数ポイント（２５Ｐ）に達すると、第１要件が満たされ、第２規定数ポイント（５０Ｐ）
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に達すると第２要件が満たされ、第３規定数ポイント（１００Ｐ）に達すると第３要件が
満たされ、第４規定数ポイント（３００Ｐ）に達すると第４要件が満たされる。この場合
、第１要件～第４要件の各要件が満たされた場合に、付与する各特典をそれぞれ同一とし
てもよいが、それぞれ異なるようにして、例えば、第１要件＜第２要件＜第３要件＜第４
要件というように要件レベルが高くなるほど特典の価値を向上させるようにしてもよい。
【０１４７】
　ここでいう付与する特典は、上乗せ処理（ＡＴ管理手段１５０による初期回数抽選、上
乗せ当否抽選、上乗せ回数抽選、上乗せループ抽選のいずれか一つ若しくは複数、または
全てを優遇させるか否かを決定するための優遇対象抽選）を優遇することであり、満たさ
れた要件レベルが高くなるほど、優遇対象の抽選を増やしたり、抽選の当選確率を向上さ
せたりする。
【０１４８】
　（変形例７）
　前記実施形態及び他の実施形態では、規定数ポイント決定手段１３０を設けて規定数ポ
イントを規定数ポイント抽選により抽選毎に変更可能としているが、これに限定されず、
予め定めるようにしてもよい。この場合、予め定める規定数ポイントは、単一又は複数で
もよい。
【０１４９】
　（変形例８）
　前記他の実施形態では、エクストラポイント（の有無）に基づいて、ＡＴ管理手段１５
０が、優遇対象抽選を行っているが、これに代えて、エクストラポイント数に応じて、段
階的に優遇対象抽選において優遇対象を拡縮するようにしてもよい。例えば、エクストラ
ポイント数が多いほど、初期回数抽選、上乗せ当否抽選、上乗せ回数抽選、上乗せループ
抽選のうち、より多くの抽選を優遇し易くし、エクストラポイント数が少ないほど、より
少ない抽選を優遇し易くする。具体的には、優遇対象抽選において参照される優遇対象抽
選テーブルには、例えば、エクストラポイントが第１値（例えば１００Ｐ）以上の場合に
は、全ての抽選が、第２値（例えば５０Ｐ）以上第１値未満の場合には、各抽選のうちい
ずれか３つの抽選が、第２値未満の場合には、各抽選のうちのいずれか１つの抽選が、そ
れぞれ優遇対象となり易いようにそれぞれ当選確率が設定され、ＡＴ管理手段１５０は、
当該優遇対象抽選テーブルを参照して優遇対象抽選を実行する。
【０１５０】
　（変形例９）
　前記他の実施形態では、エクストラポイントが存在すると判断された場合に、有利上乗
せ処理に係る抽選に応じた単一の有利な抽選テーブル（有利初期回数テーブル２０７、有
利当否抽選テーブル３０８、有利回数抽選テーブル３０９、有利ループ抽選テーブル３１
０）を参照して各種抽選（有利上乗せ処理）を行うようにしているが、これに限定されず
、各抽選で参照すべき抽選テーブルを当選確率に応じて複数設けるようにし、ＡＴ管理手
段１５０は、エクストラポイント数に応じて、複数の抽選テーブルから参照すべき抽選テ
ーブルを決定するようにしてもよい。
【０１５１】
　例えば、エクストラポイントが第１値（例えば１００Ｐ）以上の場合には、当選確率が
高い第１有利当否抽選テーブル、また、第２値（例えば５０Ｐ）以上第１値未満の場合に
は、当選確率が中程度の第２有利当否抽選テーブル、また、第２値未満の場合には、当選
確率が低い第３有利当否抽選テーブルを、それぞれ参照されるべき抽選テーブルとして決
定され易くする。なお、第３有利当否抽選テーブルは、前記実施形態における当否抽選テ
ーブル２０８よりも当選確率が高く設定されている。
【０１５２】
　（変形例１０）
　前記他の実施形態では、累計ポイントが規定数ポイントに達したと判断した場合に、ベ
ースポイントに基づいて有利ＡＴ抽選（特定有利遊技処理）を実行するが、これに限定さ
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ＡＴ抽選の当選確率を変動させて有利ＡＴ抽選を行うようにしてもよい。例えば、累計ポ
イントが規定数ポイントよりも低ければ低いほど優遇する割合（有利ＡＴ抽選における当
選確率）を低くし、規定数ポイントに近づく（高い）ほど、優遇する割合（有利ＡＴ抽選
における当選確率）を高くする。具体的には、ＡＴ抽選の当選確率を、例えば１０％に設
定した場合、優遇する割合が低いときには、例えば１％加算して、有利ＡＴ抽選の当選確
率を１１％とし、優遇する割合が高いときには、例えば３０％加算して、有利ＡＴ抽選の
当選確率を４０％とする。なお、本変形例では、累計ポイントが規定数ポイントに達した
場合に優遇する割合を最も高くなるように設定する。
【０１５３】
　（変形例１１）
　前記他の実施形態では、ベースポイントに基づいて有利ＡＴ抽選を実行し、エクストラ
ポイントに基づいて有利上乗せ処理等を行うようにして、両処理を時間的に前後させて実
行するようにしているが、これに限定されず、同時に処理を行うようにしてもよい。
　また、ベースポイントに基づく特定有利遊技処理よりもエクストラポイントに基づく特
別有利遊技処理を有利なものとするように、またはその逆となるようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１５４】
３　リール、５　演出表示装置、１００　メイン基板、１１０　遊技状態制御手段、１２
０　ポイント管理手段、１３０　規定数ポイント決定手段、１５０　ＡＴ管理手段、２０
０　メインメモリ、２０１　メインフラグ記憶手段、２０２　ＡＴ終了判定カウンタ、２
０３　ポイントカウンタ、２０４　加算ポイントテーブル、２０５　規定数ポイントテー
ブル、２０６　通常初期回数テーブル、２０７　有利初期回数テーブル、２０８　当否抽
選テーブル、２０９　回数抽選テーブル、２１０　ループ抽選テーブル
５００　サブ基板、５１０　演出制御手段、５９０　サブメモリ、６００　演出装置
Ｓ　スロットマシン



(23) JP 2017-202075 A 2017.11.16

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】



(24) JP 2017-202075 A 2017.11.16

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 2017-202075 A 2017.11.16

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】



(26) JP 2017-202075 A 2017.11.16

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  下森　大輔
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  角谷　博幸
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  北　正吾
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  佐藤　好彦
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  岡崎　秀明
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  山口　貴之
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  三澤　雄樹
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  岩田　允仁
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  位田　雄祐
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  乗田　惇史
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
(72)発明者  杉山　舜哉
            東京都台東区東上野一丁目１６番１号　株式会社オリンピア内
Ｆターム(参考) 2C082 AA02  AB03  AB16  AC14  AC23  AC27  AC30  AC34  AC77  BA02 
　　　　 　　        BA22  BB02  BB16  BB78  BB80  BB83  BB93  BB94  BB96  CA02 
　　　　 　　        CB04  CB23  CB32  CC01  CD03  CD12  CD18  CD49  DA02  DA52 
　　　　 　　        DA54  DA58  DA63 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

